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（ 非公募 ） 

山口市小鯖高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市小鯖高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

小鯖地区社会福祉協議会 

会長 石 田 三 郎 

山口市下小鯖６５４番地６ 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  小鯖地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成１２年４月の山口市小

鯖高齢者生きがいセンター開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

小鯖地区社会福祉
協議会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １６８ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２９ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ７４ 

合  計 １００ ６００ ４４９ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市小鯖高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である小鯖地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の企画・

実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、小鯖地域づくり協議会と協働で、誰もが自由に使用できる場として、センター和室を

開放し、高齢者の生きがいづくりや地域の交流の場として、施設を活用する取組に加え、介護

予防教室の開催にあたり、参加者の送迎支援を地域内の社会福祉法人と連携して取り組む計画

が評価できます。また、小鯖ふるさと祭りでは、和室での「お茶」接待や、洋室での「囲碁・

将棋大会」の開催など、多世代交流の場として効果的に施設を活用されている点も評価できま

す。 

以上、総合的に判断して、小鯖地区社会福祉協議会は山口市小鯖高齢者生きがいセンターの

指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であるものと認めます。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市大内高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市大内高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

大内地区社会福祉協議会 

会長 佐々木 奉 文 

山口市大内矢田北五丁目８番２８号 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  大内地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成１４年５月の山口市大

内高齢者生きがいセンター開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

大内地区社会福祉
協議会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５５ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １３０ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６６ 

合  計 １００ ６００ ４２９ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市大内高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である大内地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の企画・

実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、フレイル予防の取組として、「お口のフレイル」「体のフレイル」「交通安全定期健診」

といった、持続可能な取組の計画に加え、認知症サポーター養成講座を予定されている点が評

価できます。また、管理運営体制について、複数名の管理人を配置することで、施設の適切な

管理に加え、利用者が安心して安全に過ごせる運営が期待できます。 

以上、総合的に判断して、大内地区社会福祉協議会は山口市大内高齢者生きがいセンターの

指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市宮野高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市宮野高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

宮野地区高齢者生きがいセンター運営委員会 

会長 原 田   尚 

山口市宮野下７８４番地３ 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  山口市宮野高齢者生きがいセンターを管理運営することを目的に設立され、平成１９年 

１１月の開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

宮野地区高齢者生
きがいセンター運

営委員会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５４ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２５ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６９ 

合  計 １００ ６００ ４２６ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市宮野高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である宮野地区高齢者生きがいセンター運営委員会は、これまでの実績、

経験や培われたノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発

揮させる事業の企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、いきいき百歳体操や映画鑑賞、カラオケ会や健康麻雀など、利用者の増加を図るため

の様々な活動を計画されている点が評価できます。また、地域団体と連携して、災害時の要援

護者の安全・安心を確保するために要援護者一時避難場所とされているほか、講演会等の開催

時には、高齢者に限らず地域住民に案内するなど、地域との交流・連携を目的にした取組も高

く評価できます。 

以上、総合的に判断して、宮野地区高齢者生きがいセンター運営委員会は山口市宮野高齢者

生きがいセンターの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めま

す。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市吉敷高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市吉敷高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

吉敷地区社会福祉協議会 

会長 吉 山 幸 博 

山口市吉敷佐畑一丁目４番１号 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  吉敷地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成１０年４月の山口市吉

敷高齢者生きがいセンター開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

吉敷地区社会福祉
協議会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４０ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １４７ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２２ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６６ 

合  計 １００ ６００ ４１１ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市吉敷高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である吉敷地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の企画・

実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、健康・介護予防に関する講座として、いきいき百歳体操や認知症予防などの健康管理

に関する活動を計画されている点が評価できます。また、利用促進に向けた取組として、地域

広報誌やウェブサイトに加え、ＳＮＳを活用した情報発信を予定されている点も、今後の利用

者の増加に向けて期待ができます。 

以上、総合的に判断して、吉敷地区社会福祉協議会は山口市吉敷高齢者生きがいセンターの

指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市平川高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市平川高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

平川高齢者生きがいセンター運営委員会 

会長 吉 村 博 雄 

山口市平井１４０７番地１ 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  山口市平川高齢者生きがいセンターを管理運営することを目的に設立され、平成１５年４

月の開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

平川高齢者生きが
いセンター運営委

員会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４０ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５１ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２４ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ７０ 

合  計 １００ ６００ ４２１ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市平川高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である平川高齢者生きがいセンター運営委員会は、これまでの実績、経験

や培われたノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮さ

せる事業の企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、茶道やグラウンドゴルフなどを、小学校のクラブ活動の中で実施を計画されている点

や、地域の様々な団体の活動や行事への協力など、世代間交流事業による地域と連携した取組

を計画されている点が評価できます。 

以上、総合的に判断して、平川高齢者生きがいセンター運営委員会は山口市平川高齢者生き

がいセンターの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。 



3 

 

別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市陶高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市陶高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

陶いきがいセンター運営委員会 

会長 渕 上 隆 昭 

山口市陶５７１番地 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  山口市陶高齢者生きがいセンターを管理運営することを目的に設立され、平成１４年１１

月の開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

陶いきがいセンタ
ー運営委員会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５４ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２６ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ８０ 

合  計 １００ ６００ ４３８ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市陶高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交流

の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを目

的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こうし

た施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である陶いきがいセンター運営委員会は、これまでの実績、経験や培われ

たノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業

の企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、地域住民の交流の場として、地元自治会と共催で計画されている「ほたるの夕べ」や、

夏休みの三世代交流として計画されている「そうめん流し」など、季節に応じた活動計画が評

価できます。また、写真入りの施設利用案内を作成するなど、利用者の増加に向けた取組に加

え、災害時に地域交流センターへの避難が困難な近隣の高齢者等の避難所として利用されるな

ど、高齢者のみならず地域の拠点として、効果的な施設の利活用が計画されている点が高く評

価できます。 

以上、総合的に判断して、陶いきがいセンター運営委員会は山口市陶高齢者生きがいセンタ

ーの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市鋳銭司高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市鋳銭司高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

鋳銭司地区社会福祉協議会 

会長 德 永 勝 治 

山口市鋳銭司５６７５番地１ 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  鋳銭司地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成２１年１月の山口市

鋳銭司高齢者生きがいセンター開設時から、鋳銭司高齢者生きがいセンター運営委員会の構

成員として施設の管理運営に携わっている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意
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見を付記して審査意見としました。 

８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

鋳銭司地区社会福
祉協議 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５２ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２５ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ７４ 

合  計 １００ ６００ ４２９ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市鋳銭司高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代

交流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資すること

を目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こ

うした施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である鋳銭司地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノ

ウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の企

画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、健康体操や脳トレゲーム、手芸や塗り絵などの介護予防活動のほか、効果的な筋トレ

講座をはじめとする長寿健康講座の開催計画が評価できます。また、地域交流センター移転後

も利用者が持参する使用済乾電池やスプレー缶、蛍光灯などを回収して地域交流センターへ配

送する点も利用者からの要望を踏まえた効果的な取組として評価できます。 

以上、総合的に判断して、鋳銭司地区社会福祉協議会は山口市鋳銭司高齢者生きがいセンタ

ーの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  

 

 

 



1 

 

（ 非公募 ） 

山口市名田島高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市名田島高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

名田島地区社会福祉協議会 

会長 伊 藤 米 秋 

山口市名田島１５２９番地 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  名田島地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成１１年４月の山口市

名田島高齢者生きがいセンター開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

名田島地区社会福
祉協議会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５２ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２６ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ７０ 

合  計 １００ ６００ ４２６ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市名田島高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代

交流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資すること

を目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こ

うした施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である名田島地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノ

ウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の企

画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、多世代交流事業として小学生との交流に加え、介護予防講座やエイジレス講座等の計

画が評価できます。その他、生け花や花壇の手入れといった利用者が快く来訪・利用できるよ

うな環境美化の取組も評価できます。また、自治会や地域交流センターと連携して行事への参

加協力等を計画されている点が地域との連携を図りながら、利用促進につながるものと期待し

ています。 

以上、総合的に判断して、名田島地区社会福祉協議会は山口市名田島高齢者生きがいセンタ

ーの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。 
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市秋穂二島高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市秋穂二島高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

秋穂二島地区社会福祉協議会 

会長 村 中 勝 美 

山口市秋穂二島５９９０番地 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  秋穂二島地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成１５年５月の山口

市秋穂二島高齢者生きがいセンター開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

秋穂二島地区社会
福祉協議会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５１ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２６ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ７４ 

合  計 １００ ６００ ４２９ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市秋穂二島高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世

代交流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資するこ

とを目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、

こうした施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である秋穂二島地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われた

ノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の

企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、高齢者の生きがいづくりや健康増進を図る事業として、自然と歴史探訪及び体験学習

行事の開催に加え、親睦や交流を図る事業として、盆栽展を開催する計画が評価できます。ま

た、地域行事への参加や各種活動に対する会場提供に加え、中学生ボランティアの受入れなど、

地域や学校と連携した取組を計画されている点も評価できます。 

以上、総合的に判断して、秋穂二島地区社会福祉協議会は山口市秋穂二島高齢者生きがいセ

ンターの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市嘉川高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市嘉川高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

嘉川高齢者生きがいセンター運営委員会 

会長 山 根 洋 文 

山口市深溝１００４８番地３ 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  山口市嘉川高齢者生きがいセンターを管理運営することを目的に設立され、平成２０年度

から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

嘉川高齢者生きが
いセンター運営委

員会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ３３ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １４５ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２１ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６３ 

合  計 １００ ６００ ３９８ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市嘉川高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である嘉川高齢者生きがいセンター運営委員会は、これまでの実績、経験

や培われたノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮さ

せる事業の企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、施設周辺の除草作業や、地域の緑化奨励の取組を踏まえ、施設玄関付近へプランター

を設置するなど、地域と連携した環境美化活動を計画されている点が評価できます。 

以上、総合的に判断して、嘉川高齢者生きがいセンター運営委員会は山口市嘉川高齢者生き

がいセンターの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市佐山高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市佐山高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

佐山地区社会福祉協議会 

会長 魚 永 正 信 

山口市佐山２７２６番地１ 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  佐山地域内で社会福祉事業を運営することを目的に設立され、平成１１年４月の山口市佐

山高齢者生きがいセンター開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

佐山地区社会福祉
協議会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５１ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２５ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６５ 

合  計 １００ ６００ ４１９ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市佐山高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である佐山地区社会福祉協議会は、これまでの実績、経験や培われたノウ

ハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮させる事業の企画・

実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、生きがいづくりや交流活動として、ホタル観察や田植え・稲刈りのほか、栗拾いなど、

季節に応じた活動を計画されている点が評価できます。 

以上、総合的に判断して、佐山地区社会福祉協議会は山口市佐山高齢者生きがいセンターの

指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。



3 

 

別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市小郡高齢者生きがいセンター指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市小郡高齢者生きがいセンター 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

小郡高齢者生きがいセンター運営委員会 

会長 國 安 克 行 

山口市小郡尾崎町３番１１号 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  山口市小郡高齢者生きがいセンターを管理運営することを目的に設立され、平成２１年 

５月の開設時から施設の管理運営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

小郡高齢者生きが
いセンター運営委

員会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １５１ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １２８ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６４ 

合  計 １００ ６００ ４２１ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市小郡高齢者生きがいセンターは、高齢者の生きがいの創造及び社会参加並びに世代交

流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に資することを

目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体については、こう

した施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

現在の指定管理者である小郡高齢者生きがいセンター運営委員会は、これまでの実績、経験

や培われたノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解し、その特色を発揮さ

せる事業の企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できます。 

特に、高齢者の生きがいづくりや健康増進に向けた取組として、「古里探訪の会」を発足して

史跡探訪ウォーキングを計画されている点が評価できます。また、管理運営体制について、平

日・休日を問わず管理人を配置することで、適切な管理に加え、利用者が安心して安全に過ご

せる運営が期待できます。 

以上、総合的に判断して、小郡高齢者生きがいセンター運営委員会は山口市小郡高齢者生き

がいセンターの指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると認めます。
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別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  
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（ 非公募 ） 

山口市小郡高齢者生きがいセンターさるびあ館指定管理者候補者審査結果 

 

１ 施設の名称   山口市小郡高齢者生きがいセンターさるびあ館 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者特定団体名 

小郡高齢者生きがいセンター運営委員会 

会長 國 安 克 行 

山口市小郡尾崎町３番１１号 

 

４ 団体の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  山口市小郡高齢者生きがいセンターを管理運営することを目的に設立され、施設の管理運

営を行っている。 

 

５ 非公募施設とした理由 

高齢者生きがいセンターは、地域からの要望により建設された施設であり、地域住民が利

用する地域に密着した施設で、当該地域の住民や利用者で組織し、活動している団体が管理

運営を行った方が効率的であり、施設の設置目的を有効に達成できると判断したため。 

 

６ 審査の経過 

仕様書の決定      令和７年６月３０日（月） 

指定申請提出期間    令和７年８月２１日（木）～令和７年９月１９日（金） 

選定委員会による審査  令和７年１０月１４日（火） 

 

７ 審査の方法 

（１）選定委員会委員 

堀  由紀江  健康福祉部長（委員長） 

   天賀 康介   健康福祉部次長 

   周山 哲也   地域福祉課長 

   山本 清治   高齢福祉課長 

   河口 貴則   障がい福祉課長 

   守田 潤子   健康増進課長 

（２）提出書類の確認 

特定団体からの提出書類については、適正に記載されていることを確認しました。 

（３）特定団体ヒアリング 

特定団体に対してのヒアリングについては、指定申請書提出後随時行いました。 

（４）審査内容 

非公募による特定団体からの提案内容については、指定申請等の提出書類やヒアリング

の内容に基づき、選定委員会において[別紙１]に掲げる審査基準により評価を行い、各委

員の合計得点が合計評価点の６割以上（基準点）であることを確認し、候補者として選定

しました。 

また、施設の更なるサービスの向上や効率的な運営等への努力の観点から、各委員の意

見を付記して審査意見としました。 
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８ 審査の詳細 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 

合計 

小郡高齢者生きが
いセンター運営委

員会 

利用者の公平性、平等性等が確保できるか １０ 

６ 

６０ ４２ 

施設の効用を最大限に発揮できるか ３５ ２１０ １４５ 

施設の管理運営経費の縮減が図られるか １０ ６０ ３６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力を
有しているか 

３０ １８０ １１８ 

地域との連携・協働が図られているか １５ ９０ ６３ 

合  計 １００ ６００ ４０４ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ３６０ 

 

９ 審査意見 

山口市小郡高齢者生きがいセンターさあるびあ館は、高齢者の生きがいの創造及び社会参加

並びに世代交流の促進等地域住民のコミュニティ活動推進の場を確保し、高齢者福祉の向上に

資することを目的として設置している施設です。そこで、指定管理者になろうとする団体につ

いては、こうした施設の設置目的や性格を踏まえ審査を行いました。 

小郡高齢者生きがいセンター運営委員会は、近接地の小郡高齢者生きがいセンターにおける

これまでの実績、経験や培われたノウハウを基に、施設の持っている目的や性格を十分に理解

し、その特色を発揮させる事業の企画・実施、及び効率的な管理運営を行うことが期待できま

す。 

特に、高齢者の生きがいや健康増進を図るために、ゲートボール大会やグラウンドゴルフ大

会を計画されている点が評価できます。 

以上、総合的に判断して、小郡高齢者生きがいセンター運営委員会は山口市小郡高齢者生き

がいセンターさるびあ館の指定管理者候補者として必要な条件を満たしており、適当であると

認めます。



3 

 

別紙１  

審査基準 

大項目(選定基準)

（１）利用者の公平
性、平等性等が確保
することができるも
のであること

・利用申込みにあたり、一部の利用者に対し
て、正当な理由なく利用を拒んだり、優遇する
恐れはないか。 10

・施設運営の基本理念は確立されているか。
・施設の設置目的を反映した運営方針となって
いるか。 10

自主事業内容 ・高齢者の生きがいの創造及び高齢者福祉の向
上に資する事業内容が提案されているか。

15

利用促進の取
組み

・利用者の増加を図るための取組みが提案され
ているか。

10

（３）施設の管理経
費の縮減が図られる
こと

・管理経費の内容は適切か。
・経費の積算は適切になされているか。

10

・施設の維持管理を適切に行える体制が取られ
ているか。

10

・適切な安全管理体制や防犯対策が取られてい
るか。
・事故、緊急時への対応を適切に行える体制と
なっているか。
・個人情報の取扱いを適切に行える体制となっ
ているか。

10

・苦情や要望に対して、適切に対応できる体制
が取られているか。

10

（５）地域との連
携・協働が図られて
いること

・地域の実情に応じた地域と連携した取組みが
なされているか。

15

100

配点
小項目

施設の設置目的を理解
し、明確な運営方針を
持っていること

評価項目
評価の視点

（２）施設の効用を
最大限に発揮できる
能力を有しているこ
と

利用者へ
の適切な
サービス
を提供す
るための
事業提案
がなされ
ているこ
と

施設の維持管理を適切に
行える体制となっている
こと

（４）施設の適切な
管理運営を安定して
行う能力を有してい
ること

地域との連携や協働を図
るための取組みがなされ
ていること

利用者の安全を確保する
ための対策が十分に行え
る体制となっていること

利用者等からの苦情、要
望に対し適切に対応でき
る体制となっていること

合計  

 

 

 


